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〇地震対応 

〇火災対応 

〇不審者対応 

〇事故対応 

〇熱中症対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川区立小岩第二中学校 

防災担当責任者 

生 活 指 導 部 

アレルギー対応委員会 

 



防災編 

Ⅰ 危機管理体制 

・令和４年度 防火管理委員会構成員 

 担 当 

委 員 長 管理権限者 （校  長） 

副委員長 防火管理者 （副 校 長） 

委 員 

安全指導担当（教  諭） 

教務主任  （主幹教諭） 

生活指導主任（主幹教諭） 

進路指導主任（主幹教諭） 

１学年主任 （主任教諭） 

２学年主任 （主任教諭） 

３学年主任 （主任教諭） 

(1) この計画は、江戸川区立小岩第二中学校の防災管理について必要な事項を定めた。火災、地

震、その他の災害の予防及び生徒の人命の安全を図ることを目的とする。 

(2) 火災を予防するための管理組織は、平素における予防及び地震時の出火防止を図るために防

火管理委員会を設置する。また、各普通教室や特別教室、校舎ごとに火元責任者を置く。 

(3) 防火管理委員会の業務 

ア 消防計画の立案 

イ 生徒の人命安全に関すること 

ウ 消火・通報及び避難訓練に関すること 

エ 震災対策に関すること 

オ 防災教育とその実施方法に関すること 

 

１ 年間防災訓練計画表 

(1) 避難訓練、安全指導の目的 

避難訓練 安全指導 

・避難経路、避難場所（校内）の確認、徹底を

図る。 

・災害に対する意識を高め、避難の仕方を体得

させる。 

・集合、整列、点呼を速やかに行なえるように

訓練する。 

・生徒の生命の安全を図る。 

・校内の安全を図る。 

・生徒自身が安全の意識を高める。 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 年間計画 

６月 安全指導 ①地震、火災の基礎知識 

   避難訓練 地震、火災時の基本事項 

７月 避難訓練 集団下校班の確認 

   安全指導 ②大雨・防風・集中豪雨 

９月 避難訓練 集団下校 

   安全指導 ③大雨・防風・集中豪雨（気象情報） 

   避難訓練 火災による避難① 

１０月 安全指導 ④自転車運転時の注意点 

    避難訓練 地震による避難① 

１１月 安全指導 ⑤自宅に潜む危機 

    避難訓練 火災による避難② 

１２月 安全指導 ⑥外出先に潜む危機（安全避難） 

    避難訓練 不審者対応について①（講義） 

１月 避難訓練 不審者対応について②（訓練） 

   安全指導 ⑦津波に対する備えと対策 

２月 避難訓練 津波・水害による避難 

   安全指導 ⑧不審者対応、地域の安全 

３月 避難訓練 火災による避難③ 

   安全指導 ⑨今学期のまとめと補足 

 

＊学級毎の指導については、プリントを配布する。 

＊個別対応が必要な生徒については、学年で検討して全体で把握する。  

 

２ 防災組織 

(1) 生徒在校中の教職員の組織および任務 

校長      …総指揮、情報収集、確認、緊急会議招集、区教委と連絡 

副校長     …校長任務の補佐、諸計画、保護者への周知（校門掲示） 

担任      …生徒数確認、情報の伝達、教室の整備（危険物など） 

副担任、用務主事…出入口、通路等の安全確保、火気停止の点検など 

防火係     …地域別班編制、書類保管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 指揮系統、分担 

 
一時本部 警戒警報発令時、校長室集合 

 

  ◎校長､副校長､（主幹教諭）､（防災担当） 

  副校長 

（本部） 

119番通報 

指示、伝達 

校長 
  

初期消火班 
初期消火、火の始末、防火扉、動力消防ポンプ 

ガス元栓、ブレーカー、コンセント    

 ◎（防災担当）、（各学年、岩二１名）、用務主事 

 

 
避難、誘導班 

避難誘導、残留性と確認、人員点呼 

交通整理、保護者への連絡  

◎（防災担当）、（学年主任）、（各学年、岩二１名） 

 

 
安全点検班 

危険個所確認、避難経路確保 

非常口確保、被害状況報告  

◎生活指導主任、（生活指導）（教務）、（各学年１名） 

 

 
危険物取扱 

実験薬品、ガス、落下物注意 

危険個所の状況把握（浸水液状化）  

◎（理科）、用務主事 

 

 
非常持出 重要物件の搬出、保管、法定表簿 

 

◎教務主任、（教務）、事務主査、事務、（生活指導） 

 

 
救出、救護班 

残留者救出保護、救急連絡 

負傷者応急手当  

◎養護教諭、栄養士、（各学年１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 地震についての対応 

１ 地震発生時における基本的な教職員の流れ 

① 地震発生  ○生徒が落ち着くような声をかける。 

○身を守るよう指示する。 

・教室の場合、机の下に潜り込み、頭を落下物から守る。対角線に机の脚

を掴み、頭は窓や壁と反対側に向けて身を守る。 

・傍に机がないときは、かばん、座布団等で頭を保護する。 

・体育館、校庭等の場合、中央に集まり頭を抱えてしゃがませる。 

・廊下等の場合、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」場所

に避難する。 

○扉を開けて出口を確保する。 

○火災など二次災害を防止する。 

・コンロ、ファンヒーター等の火を消す。 

・コンセントを抜き、ガスの元栓を閉める。 

○負傷者を確認する。 

  

② 生徒の 

安全確保 

 

 

 
 

③ 校舎外 

避難決定 

と指示 

 ○避難経路の安全を確認する。 

・扉や窓付近の落下物等危険物を除去し、脱出口を確保する。 

→被害状況を主事室で集約 

○全校生徒に避難を指示する。 

○自力で避難できない生徒の安全確保を優先する。 

 

 
 

④ 校舎外 

避難 

 ○余震が発生することを想定する。落下物等に注意し冷静に行動するよう

指導する。 

○「お・か・し・も（押さない・かけない・しゃべらない・戻らない）」を

合言葉とし、分かりやすい指示で生徒を掌握する。 

○校舎内に生徒が残っていないかを確認する。 

○誘導、負傷者搬送など連携した行動をとる。 

○避難の際、出席簿、災害時引き渡しカード（別表１）、非常持ち出し袋

（ホイッスル、懐中電灯、携帯型ラジオ等）、災害用ＰＨＳを携帯する。 

○校庭に集合したら、学年、学級ごとに整列させ、腰を降ろして低い姿勢

で待機させる。 

 

 
 

 

⑤  避難後の

安全確保 

 ○人員の確認と安否確認を行う。 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○生徒等の不安への対処を行う。  

  

⑥ 状況把握 
 

○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 
 

 



(1) 震度５弱（「不安定なものが倒れることがある」程度）以下の場合 

① 校舎内外の 

被害状況の点検 

 ○校舎内外の目視による点検を行い、校舎内及び体育館の状況確認

を行う。  

 

② 生徒の安全確保 

 ○生徒を教室、又は安全が確認できた部屋に誘導し、待機させる。 

○震度４以上の場合は、連絡メールにて生徒の避難状況を配信す

る。 
 

 

③ 学校周辺の 

状況確認 

 ○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 

（津波、河川の決壊、周辺の家事等） 

○通学路の状況確認を行う。（建物や道路の状況）  

 

④ 生徒の下校 
 ○区役所危機管理室からの指示を待ち、学区域の安全が確保された

ら、生徒を下校させる。 

○公共交通機関が止まっている場合には、生徒を学校に留めおく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 震度５強（「固定していない家具が倒れることがある」程度）以上の場合 

① 学校災害対策 

本部の設置 

 ○非常配備態勢を取る。教職員各自の役割を確認し校長が業務を指

示する。 

○行方不明者を捜索する。 

○負傷者に応急手当てを行う。 

○受水槽、高架水槽の栓を閉じる。ガス元栓を閉じる。機械警備シ

ステムを解除する。 

○ラジオ等で情報を収集する。 

○校舎、校庭、体育館の被害状況を確認する。学校周辺の状況把握

（施設・住民）も行う。 

○被害の状況、負傷者の人数等を把握し、教育委員会（教育推進課

庶務課）に報告する。 

 

 
 

 
他の避難場所に 

移動する場合 

 
○避難誘導する前に、生徒の人数を点呼する。 

○校門などに避難先を掲示する。 

○避難集団の編成は学級単位で編成し、学校集団の先頭は副校長と

し、担任はクラスの最後尾につく。 

○カバン等で頭部を守りながら移動させる。 

○避難場所に着いたら人員点呼、行方不明の生徒がいる場合は捜索

する。 

 

 
 

② 生徒の安全確保 
 ○震度５以上、または５弱以下であっても公共交通機関が停止した

場合は、保護者が引き取りに来るまで生徒を学校に待機させる。 

○生徒の引渡しについて保護者に連絡する。引渡しの開始を周知さ

せる手段として、防災行政無線、緊急連絡メール、学校ホームペー

ジを活用する。 

 

 
 

③ 保護者への引渡し 
 ○通学路の安全確保、保護者の状況等を総合的に判断し、生徒を保

護者に引渡す。 

○引渡しは、災害時引渡しカード（別表１）で行う。 

○引渡しは原則として担任が当たる。 

○災害時引渡しカードに登録していない人が引受人として来た場

合は、確認ができるまで引渡さない。 

 

 
 

④ 緊急避難所の解放 
 ○残留生徒と避難者の待機スペース（校庭等）を確保する。 

○雨天時や厳寒期は施設の安全確認終了後、体育館に誘導する。  

 

⑤ 避難所開設準備 
 ○避難所運営協議会が立ち上がったら、「避難所開設マニュアル」に

基づき、避難所開設準備に当たる。  

 



２ 災害発生時の状況に応じた教職員の対応 

(1) 校外活動中に発災した場合の対応 

① 地震発生  
○正確な状況把握と的確な指示（下見時の見学施設の把握、避難経

路・避難場所の確認、施設管理者等との打ち合わせ） 

○最寄りの避難場所に避難する。 

○宿泊場所で発災した場合は、その管理者に従う。 

○電車、バス等に乗車中は、係員の指示に従う。 

○生徒の安全確保ができ次第、学校に現状の報告を行うとともに、

学校と連携して保護者に速やかに連絡する。 

○生徒に不安を抱かせないようにする。 

  

② 安全確保 
 

 

 
 

③ 近くの避難場所

へ避難 

 
○避難場所、救護施設がない場合、地元の人や機関等から情報を入

手し、的確に対応する。 

○施設管理者等の指示に従う。 

○海岸での津波、山中での崖崩れ・落石に注意する。 

 

 
 

④ 避難後の 

安全確保 

 ○人員を確認し、負傷者の応急手当を行う。 

○生徒等の不安に対する処置（状況説明、今後の対応等の説明）を

行う。 

○地元の公的機関へ救援を要請する。 

 

 
 

⑤ 学校への連絡 
 ○学校への連絡、状況報告を行う。指示を受けながら対応する。（連

絡が通じない場合は、教育委員会や公的機関へ） 

○学校から教育委員会へ連絡する。 

○学校から保護者へ連絡する。 

○教育委員会からの指示を受け、地元の公的機関へ救援を要請す

る。 

  

  
 

⑥ 避難後の 

対応決定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 登下校時に発災した場合の対応 

教職員の対応   生徒等の行動 

  

① 地震発生 
 

〇出勤途中の場合は、

学校に向かう。 

〇帰宅途中の場合は学

校に戻る。 

 

 ① 地震発生 
 

 
 

 

 ② 安全確保 

 

 

 
② 安否確認のための

活動開始 

 

  

 

〇カバンや上着等で頭部を保護し、身

を低くする。 

〇建物、ブロック塀、窓ガラスから離

れる。 

〇車道に出ない。 

〇電車・バス乗車中は、運転手・駅員

等の指示に従う。 

 

 

 

〇校内残留生徒等の安否を確

認する。 

〇通学路上、避難場所の生徒

等の安否を確認する。 

 

 

   
 

③ 近くの避難場所 

へ移動 
 

通
学
路
巡
視 

 
校
内
巡
視 

 
自
宅
確
認 

 

 

 

   
 

 

〇揺れが収まったら、状況に応じて公

園、学校等の避難場所、あるいは自

宅に避難する。 

〇自宅や学校に避難することが困難な

場合、教職員や保護者等が来るまで、

そのまま待機する。 

〇垂れ下がった電線に近付かない。 

〇避難所等に避難した場合、安全の確

保ができ次第、自宅又は学校に連絡

する。 

    

 

 

 

〇保護者、地域と連携し、生

徒等の所在を確認する。 

〇在校中の生徒等を校庭に避

難させる。 

 

 

③ 生徒の安全確保 
 

 
 

 

  

 

〇保護者へ確実に引渡す。 

〇家族不在時は、学校待機さ

せる。 

 
 自宅  学校 

 
 

④ 避難後の対応決定  

 



(3) 教職員在校時以外の対応 

① 地震発生  ○震度５強以上の場合、教職員は自身及び家族の安全を確認した

後、直ちに学校に参集する。 

○学校災害対策本部を設置する。 

○状況により臨時休業等の措置や、教育委員会や保護者への連絡を

行う。 

  

② 教職員の参集 
 

 

 
 

③ 災害状況の確認 
 

○校舎の被災状況を確認する。 

○電気、水道等、ライフラインの被災状況を確認する。 

○教職員の安否、住居の被災状況を確認する。 

○生徒等及び保護者の安否、住居の被災状況を確認する。 

○避難所の状況を確認する。 

○地域（通学路等）の被災状況を確認する。 

○教育委員会へ生徒等の被害状況（教科書、学習用具等の紛失・焼

失状況も含む）を報告する 

 

  

④ 避難後の対応 

決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 警戒宣言発令時の対応 

(1) 注意情報発令時の対応 

ア 学校は、授業を学級活動に切り替え、生徒に注意情報が発令された旨を伝える。 

イ 地震に対する注意事項、警戒宣言が発令された場合の対応措置を指導する。 

(2) 警戒宣言が発せられた場合の措置 

ア 在校時 

(ｱ) 授業を打ち切り、警戒宣言が解除されるまで臨時休業とする。 

(ｲ) 生徒は校内で待機する。 

イ 校外活動時 

(ｱ) 宿泊を伴う校外活動時は、その他の災害対策本部の指示に従うとともに、速やかに学校

に連絡する。 

(ｲ) 校長は、情報を保護者に連絡する。 

(ｳ) 学校の対応状況を区教育委員会に報告する。 

(ｴ) 日帰りの校外活動等の場合、現地の警察、消防署等と連絡を取る。状況に応じて即時帰

校等の措置をとる。 

(ｵ) 交通機関の運行や道路状況によって帰校することが危険と判断された場合は、近くの

小学校、中学校に避難するなど適宜必要な措置をとる。 

(ｶ) 校外活動が強化地域内の場合は、現地の区市町村教育委員会と連絡をとり、その地の警

戒本部の指示に従う。 

ウ 登下校時に警戒宣言が発せられた場合 

(ｱ) 登下校時に警戒宣言が発せられた場合、生徒が学校や家庭までかかる時間などを考慮

して適切に避難できるよう普段から指導しておく。 

※特に教職員の目が届きにくい登下校時においては、日頃から生徒一人一人が最も安全に

避難できる方法を柔軟に対応することの重要性を指導しておく。 

エ その他の対策 

(ｱ) 飲料水、食糧、毛布等を生徒のために準備する。 

(ｲ) 生徒に対して、今後の対応を指示、説明する。 

(ｳ) 保護した生徒の人数、保護体制について、教育委員会に報告する。 

オ 警戒解除宣言の情報収集 

学校は、警戒解除宣言の情報を、区災害対策本部、ラジオ、テレビ等から入手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 避難の仕方や留意事項（地震時） 

(1) 平常時 

ア 出席簿の表紙の裏に、在籍校を記入した「確認票」を常備しておく。 

イ 毎日、職員室前の「生徒出欠表」に始業時の出欠状況や遅刻・早退の状況を記入しておく。 

(2) 授業中（教員が指導しているとき）…教員は生徒に適切な指示を与え、避難させる。 

ア 避難前 

(ｱ) 緊急放送をよく聞き、避難経路を判断する。 

(ｲ) 「窓を開け、カーテンを閉める。扉をしめ、電気を消す」 

(ｳ) 生徒を廊下で２列に出席番号順に並ばせる。 

イ 避難中 

(ｱ) 火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お・か・し・も（押

さない・かけない・しゃべらない・戻らない）」を守らせて移動させる。 

(ｲ) 階段を降りるときは、上のクラスが内側、下のクラスが外側を歩く（待たせない）。 

ウ 人員確保 

(ｱ) 校舎を背にして、クラスごとに出席番号順で並ばせる。 

(ｲ) 引率した教員が点呼を行い、その場に座らせる。 

(ｳ) 引率した教員は、確認票に不在生徒の数と名前を書いて、学年主任に報告する。 

「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不明）」 

※欠席とは、あらかじめ不在が分かっている生徒のこと（早退・遅刻・出席停止・忌引等

を含む） 

(ｴ) 学年主任は、学年全学級の点呼を確認後、副校長に報告する。 

(ｵ) 避難完了後、担任がクラスにつく。 

(3) 休み時間等（教員が指導していないとき）…生徒は状況をよく見極める。 

ア 避難前 

(ｱ) 緊急放送をよく聞き、避難経路を判断する。 

(ｲ) 「窓を開け、カーテンを閉める。扉をしめ、電気を消す」 

イ 避難中 

火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、 

「お・か・し・も（押さない・かけない・しゃべらない・戻らない）」を守って移動する。 

ウ 人員確保 

（ｱ）校舎を背にして、クラスごとに出席番号順に並ぶ。 

（ｲ）教員の指示に従って、待機する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 緊急避難方法の詳細 

(1) 緊急避難方法の通報 

ア 非常ベル、警報装置（主事室） 

イ 放送、状況、処理 

ウ 以上、すべてが使用不可の場合は、ハンドマイクを使用する。 

(2) 避難経路 

いずれかの階段が使えない場合は、指示に従い別の階段を使用する。 

※火災の場合は防火シャッターが作動する。 

(3) 注意事項 

ア 上履きのまま、一切の持ち物を持たずに行動する。 

イ 「お・か・し・も」を守る。 

ウ 火災発生の場合は、ハンカチなどで口を覆い、煙を吸い込まないようにする。 

エ 教科担任が出席簿を持つ。 

オ 教職員は慌てず、残留者を確認し、最後に退出する。 

カ 身体的なけが、又は障害のある生徒に対しての助力者を指示する。 

キ いずれの階段も使用不可の場合は、脱出用救助袋を使用する。その際、完全に固定された

という合図があるまで待機する。合図がでたら、慌てずに一人ずつ指示に従い脱出する。 

ク 広域避難所（篠崎公園・江戸川緑地）への避難の際は、交通状況を十分に把握する。安全

に留意しながら団体行動をとる。 

ケ 地震の場合、激しい揺れのときはカバン等で頭部を保護して、机の下に身を隠す。揺れが

治まってから指示に従い行動する。 

コ 避難所に到着したら、学級担任が点呼し、学年主任に報告する。その後、本部(副校長）に

報告する。 

サ 次の指示まで、しゃがんで待機する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 引き渡し訓練実施要綱 

(1) 目的 

ア 震度５以上の地震が発生したことを想定し、保護者への引き渡しが、安全に確実に行える 

ようにする。 

イ 実際の引き渡し状況を把握し、学校としてより迅速な対応の検討や、保護者に向けて防災 

意識を啓発する。 

 

(2) 実施予定時期 ９月 

 

(3) 内容 

大規模な地震が起きたと想定する。「災害時生徒引き渡し訓練 当日確認票」や「災害時引

き渡しカード」を確認して速やかに生徒を保護者に引き渡す。 

 

(4) 実施方法 

ア 終学活で、流れについて担任が指導する。 

イ 生徒は帰りの支度をして教室で待機する。 

ウ 校内放送や副担任の指示で保護者は各階・教室へ移動する。 

エ 保護者は担任に、「災害時生徒引き渡し訓練 当日確認票」を渡す。 

オ 担任は「災害時生徒引き渡し訓練 当日確認票」を受け取った順に、生徒を保護者に引き 

渡す。 

カ 残っている生徒は、同じ方向の生徒同士で帰宅させる。 

 

(5) 備考 

ア 「災害時引き渡しカード㊙」を４月初めに配布し、４月中旬ごろ回収 

イ 「災害時生徒引き渡し訓練 当日確認票」を９月上旬に配布、速やかに出欠票を回収 

 

(6) 分担、その他 

ア 全体指揮・配布物作成（防災担当） 

イ 校内放送（副校長）  

ウ 保護者誘導（副担任） 

 

(7) 注意事項 

ア 上の階への移動は中央階段を使用、下の階への移動は東階段を使用する。 

イ 兄弟等がいる場合、下の学年から順に引き渡す。 

ウ 引き渡しが完了後、生徒・保護者に速やかに下校するよう校内放送で呼びかける。 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 火災についての対応 

 

１ 火災発生時における基本的な教職員の流れ 

１ 火災発生  （その場の教員〉 

○現場の生徒を落ち着かせる。 

○近くの非常ベルを押し、「火事だ。○○より出火」と大声で叫ぶ。 

○消火活動を行う。〈職員室の職員・副校長〉 

○主事室に行き、発報場所を確認する。 

○消火器を持って発報場所に行く。消火活動を行う。火災の状況を

職員室へ伝える。必要に応じ、動力消防ポンプを使用する。 

○非常放送で「火災発生。火災発生。○○より出火。生徒は、○階

段を使って校庭に避難しなさい。」（２回繰り返す） 

○消火活動の状況を確認し、消防署に連絡する。 

○「火事です。江戸川区立小岩第二中学校です。住所は江戸川区東

小岩１－６－１０です。○○から出火しました。生徒は･･･。現在

の様子は･･･」 

○全校生徒を校庭に避難誘導する（出口の確保）。自力で避難できな

い生徒の安全確保を優先する。 

○消火活動が困難な場合は、教職員も直ちに避難する。 

  

２ 生徒の安全確保 

校舎外避難 

 

 

 

 

 ３ 消火活動 
 

 

 

 ４ 通報 
 

 

 

５ 避難後の 

安全確保 

 ○校庭に集合したら、校舎を背にして学年・学級ごとに出席番号順 

に整列させ、教員が人員の確認をする。 

→学級担任→学年主任→副校長が集約する。 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○生徒等の不安に対する対処を行う。 

 

 
 

６ 鎮火後の 

対応 

 ○校舎の被害を把握し、安全点検を行う。 

○副校長が区教委へ報告する。 

○災害対策本部が今後の対応を決定する。 

○安全が確保できる場所に生徒を移動させ、今後の対応を伝える。

保護者には緊急連絡メール・本校ホームページにて情報を流す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 避難の仕方や留意事項（火災時） 

(1) 平常時 

ア 出席簿の表紙の裏に、在籍校を記入した「確認票」を常備しておく。 

イ 毎日、職員室前の「生徒出欠表」に始業時の出欠状況や、遅刻・早退の状況を記入し 

ておく。 

(2) 授業中（教員が指導しているとき）…教員は生徒に適切な指示を与え、避難させる。 

ア 避難前 

(1) 緊急放送をよく聞く。出火場所を聞き取り、避難経路を判断する。 

(2) 「窓を閉め、カーテンを開ける。扉をしめ、電気を消す」ことを指示する。 

(3) 生徒を廊下に出し、２列に並ばせる。 

イ 避難中 

(ｱ) ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お・か・し・も」を守らせて移動させる。 

(ｲ) 階段を降りるときは、上のクラスが内側、下のクラスが外側を歩く（待たせない）. 

(ｳ) 最後のクラスが避難したら、担当者が防火扉を閉める。 

ウ 人員確保 

(ｱ) 校舎を背にして（火を見せない）、クラスごとに出席番号順で並ばせる。 

(ｲ) 引率した教員が点呼を行い、その場に座らせる。 

(ｳ) 引率した教員は、確認票に不在生徒の数と名前を書いて、学年主任に報告する。 

「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不明）」 

※欠席とは、あらかじめ不在が分かっている生徒のこと（早退・遅刻・出席停止・忌引等

を含む） 

(ｴ) 学年主任は、学年全学級の点呼を確認後、副校長に報告する。 

(ｵ) 避難完了後、担任がクラスにつく。 

(3) 休み時間等（教員が指導していないとき）…生徒は自主的に判断して、避難を行う。 

ア 避難前 

(ｱ) 緊急放送をよく聞く。出火場所を聞き取り、避難経路を判断する。 

(ｲ) 近くの窓を閉め、カーテンを開ける。扉をしめ、電気を消す。 

イ 避難中 

ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お・か・し・も（押さない・かけない・しゃ 

べらない・戻らない）」を守って、安全な避難経路を通って移動する。 

ウ 人員確保 

(ｱ) 校舎を背にして、クラスごとに出席番号順に並ぶ。 

(ｲ) 教員の指示に従って、待機する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 不審者対応 

 

１ 対応マニュアル 

(1) 日常的対応 

ア 緊急時の放送合図の周知「校長先生、校長先生、教育委員会からお電話です。」 

イ 教職員の役割分担の周知 

ウ 外来者のチェック機能の徹底（外来者用バッジの徹底） 

エ 施設の安全対策（使用頻度の低い門の施錠、死角の出入口の閉鎖） 

オ 校内巡視（朝、昼休み、放課後） 

カ 避難訓練で不審者対応を確認し、教職員、生徒、保護者、関係諸機関等で共通理解を図る。 

キ 不審者対応用の備品（さすまた等）の整備 

(2) 緊急時の対応 

ア 不審者を発見したら、【事件・事故発生時の緊急対応】をとる。 

イ 不審者とは、必ず複数の教職員で対応する。 

ウ 不審者との距離は、1.5ｍ以上とることが望ましい。 

エ 不審者を刺激せず、落ち着かせるような対応を心掛ける。 

オ 生徒の安全確保を優先し、警察が来るまで行動を抑止して時間を稼ぐ。  

カ 不審者を一時的に校長室に誘導、隔離して生徒の安全を守る。 

キ 不審者が教室に侵入することを想定し、いすや机でバリケードを作る。 

ク 凶器を持っている、あるいは攻撃してくる恐れがある場合は、自衛として、さすまた、 

ほうき、いす、机、消火器等を利用する。 

 

２ 緊急時の役割分担 

係 担 当 主 な 役 割 

総
指
揮 

校長 
対応方針の決定、校内の総括・指揮、教育委員会への報告 

警察・マスコミ等対応 

通
報
連
絡 

副校長 
非常放送（避難指示）、関係機関、保護者・ＰＴＡ等への対応 

校外からの連絡窓口の一本化、事務的な対外折衝等 

教務主幹 情報収集、状況の把握・記録伝達、緊急保護者会等の企画 

避
難
誘
導 

生活指導主任 

生徒の避難誘導及び人員確認、安全確保 

下校や集団下校・引渡しの指揮 

状況説明と動揺を防ぐための全校集会の企画 

学級担任 
生徒の安全確保・避難誘導、保護者への連絡 

学級の生徒への不安や動揺の解消等 

学年主任 担任への助言、担任不在の学級への援助体制の指示 

防
御 

副担任 
不審者への対応、施設設備の修復 

担任不在の学級への援助、生徒の安全確保 

救
護 

養護教諭 
応急措置、負傷者の状況把握、医療機関への連絡・付添 

健康状態の把握、心のケア 

 



３ 不審者侵入時の生徒の避難誘導 

(1) 教職員の誘導体制 

副校長（又は主幹教諭） 非常放送（避難場所の指示） 

各学級担任・授業担当者 生徒の誘導、安全確保 

授業のない教員 校内残留生徒の確認・誘導 

(2) 発見時間及び場所による避難誘導 

授  業  中 

学級担任又は授業担当者は、非常放送があった場合、事件発生場所（危

険場所）を避けた避難経路を確保し、直ちに生徒を安全な場所へ避難・

誘導する。 

休 み 時 間 

原則として、学級担任又は次の授業を受け持つ授業担当者は、非常放

送により事件が発生した場所を避けた避難経路を確認し、生徒の避

難・誘導にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 不審者侵入時の教職員の緊急対応 

 

不審者侵入 

 

※職員室に連絡を取る 

職員室、非常放送 

不審者が校内に侵入したとき： 

『校長先生、校長先生、教育委員会からお電話が入っております』 

不審者の居場所を知らせるとき： 

『いわにた先生、いわにた先生、（居場所）にお客様です』 

※緊急時の分担 

 

事実確認 

(生活指導部) 

 生徒の保護 

(分掌以外) 

 負傷者の保護 

(養教、保健部 

 校舎封鎖 

(各主事) 

 

 

教育委員会指導室 

(指導主事派遣) 

 
校長(副校長) 

 警察、消防出勤要請 

家庭連絡 

※情報窓口は副校長 

 

緊急対策委員会 

(校長、副校長、運営委員、指導主事) 

対応協議、校長意思決定 

 

 

緊急職員会議 

(全教職員に指示、伝

達) 

 

 

生徒対応 

安全確保 

下校体制 

(生活指導主任) 

 地域・保護者対応 

ＰＴＡ役員会 

緊急保護者会 

(教務主任) 

 

マスコミ対応 

校長(副校長) 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 事故対応 

 

１ 連絡体制 

事故発生 

発見者 

※緊急を要する場合 

 

応急処置 
 

養護教諭 

（担任、学年） 

 担任 

学年 

部活動顧問 

 

校長、副校長 

 

 

医療機関又は 

１１９番 

 
保護者 

 学年主任 

生活指導主任 

 
搬送手配 

 

※医療機関へは保護者へ連絡し承諾を得てから引率する。 

※生徒を引率する前に、医療機関へ連絡する。 

※保護者へは保険証を持って医療機関へ来てもらうよう伝える。 

 

２ 分担 

総指揮（校長） ・事態や状況の把握、判断 

通報報告（副校長） ・救急車、警察の要請 

・教育委員会への報告 

・記録 

避難誘導（担任） ・避難場所への誘導と安全確保 

連絡誘導（副担任） ・保護者への連絡 

・救急車等の誘導整理 

救護活動（養護教諭） ・負傷者の応急手当と保護 

・心理的ケア 

 

３ 救急車を要請する場合 

(1) 要請の目安 

 大出血、意識不明、心肺機能停止、頭部・頸部・脊柱の骨折の疑いがあるときはもちろんのこ

と、著しい呼吸困難や重い意識障害（刺激を与えても覚醒しない等）や、強い頭痛、腹痛、嘔吐

のあるときや、ぐったりしている、けいれんを起こしている、食物アレルギーによる呼吸の苦し

さ等の場合も緊急を要するため、要請の必要がある。 

(2) 要請の方法 

ア １１９番通報 （副校長）→ 学校名、所在地、電話番号、目印や車を止める場所を伝え、

傷病や事故の原因、程度、人数、性別、年齢等を簡潔に報告する。（学校の近くではサイレン

を止めるよう依頼。） 

イ 救急車到着までに必要があれば心肺蘇生法等の救急処置を行い（必要に応じてＡＥＤを適

切に使用）傷病人の様子を観察する。事故の発生状況や、救急車到着までの傷病人の様子に



ついて説明し、救急隊員に引き継ぐ。 

ウ 校門付近へ案内人を出し、誘導する。 

エ 救急車へは状況に応じて事故発生時の様子の分かる教職員または、養護教諭や傷病人の様

子を観察していた教職員が同乗する。また、速やかに保護者へ連絡をし、搬送先への同行を

求める。 

４ 事故発生後 

日本スポーツ振興センター申請手続き 

(1) 記録をもとに災害報告書を作成し、「医療等の状況」とともに申請を行う。 

(2) 記録は１０年間保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ 熱中症対応 

 

１ 熱中症の応急手当と予防 

☆緊急（救急車）を要する症状 

・異常行動、幻覚、錯乱、興奮している。 

・けいれん 

・意識がない。 

・高体温 

・発汗が見られない。 

・自分で水分が取れない。  

 

☆救急車の到着を待つとき。 

・大量の水を体にかける。 

・太い血管があるところを冷却し、扇いで風を送る。 

・足を高くする。 
 

 

２ 熱中症のタイプ 

熱中症にはいくつかの病型がある。重症な病型である熱射病を起こし、適切な手当や処置が遅れ

ると高体温から、中枢神経系に異常をもたらす。多臓器不全等を併発するなど、死亡率が高くなる。 

(1) 熱失神 

⽪膚⾎管の拡張によって⾎圧が低下、脳⾎流が減少して

起こるもので、めまい、失神などが見られる。顔⾯蒼⽩とな

り、脈は速くて弱くなる。 

(2) 熱けいれん 

⼤量に汗をかき、塩分を含まない⽔分だけを補給して⾎

液の塩分濃度が低下した時に、⾜、腕、腹部の筋⾁に痛みを

伴ったけいれんが起こる。 

(3) 熱疲労 

脱⽔による症状で、脱⼒感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き

気等が見られる。 

(4) 熱射病 

体温調節が破綻し、⾼体温と意識障害（応答が鈍い、⾔動

がおかしい、意識がない。）等の症状を呈し、多臓器不全等

を併発するなど、死亡率が高い。 

 

 

３ 応急手当 

(1) エアコンの効いた室内、日陰など風通しのよい涼しい場所へ連れてい

く。 

(2) 衣服をゆるめ、楽な姿勢にする。高体温、意識障害がある場合は、冷

却処置を行う。 

(3) 応答がはっきりして吐き気がなければ、水分をとらせる。できれば、

冷たいスポーツ飲料か食塩水（500ml の水に食塩小さじ１杯）を飲ませ

る。 
 



４ 予防 

気温が３０℃を超えた場合や、特に７月から９月の体育、スポーツ活動では、熱中症予防の原則

を踏まえた指導を心掛ける。 

(1)  環境条件に応じて運動する。 

ア できるだけ涼しい時間帯に行わせる。 

イ こまめに休憩をとる（30分程度に 1回の目安）。 

(2) こまめに⽔分を補給する。 

ア 暑いときは、児童・生徒一人一人の状況に応じて、こまめに水分をとらせる。 

イ 0.2％濃度の食塩水やスポーツドリンクなどを利用する。 

(3)  暑さに慣らす。（馴化） 

ア 暑さに慣れるまで（個人差はあるが１週間程度）は、短時間で軽めの運動を行う。 

イ しばらく運動をしない期間があった時や、合宿の初日などは、特に注意する。 

(4) できるだけ薄着にし、直射⽇光は帽⼦で避ける。 

ア 暑いときは、軽装にし、素材も吸湿性や通気性のよいものにする。 

イ 屋外で直射日光に当たる場合は、帽子をかぶらせる。 

ウ 防具等を着ける場合には、休憩中に防具や衣服を緩め、熱を逃がす。 

(5) 暑さに弱い⼈には特に注意する。 

ア 暑さへの耐性は個人差が大きいことを認識する。 

イ 常に健康観察を行い、状況に応じて運動を軽くすることや休憩させるなど無理をさせない。 

 

５ 学校における熱中症予防のための指導のポイント 

(1) 常に健康観察を行い、生徒の健康管理に注意する。 

(2) 生徒の運動技能や体力の実態、疲労の状態等を把握するように努め、異常が見られたら速

やかに必要な措置をとる。 

(3) 生徒が心身に不調を感じたら申し出て休むよう習慣付け、無理をさせないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
参考文献：（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」 

（令和元年５月改訂） 

 

 

 

 

 



Ⅶ 食物アレルギー対応 

 

１ 食物アレルギー症状に対する対応の流れと役割分担 

(1) アレルギー症状が出た場合 

(2) 原因食品を食べてしまった場合 

(3) 原因食品に触れてしまった場合 

★ 事故現場 ★ 

①発見した教職員や生徒 

・生徒から目を離ない。 

・症状を観察する。 

・生徒を一人にしない。 

②現場周辺にいた教職員や生徒 

・助けを求めに行く。 

・人を集める。 

・管理職、養護教諭及び栄養士に報告に行く 

③集まった教職員 

・救急車を要請する。 

・対象生徒がエピペンや内服薬を持参している場合は、その薬を所定の場所に取りに行く。 

(4) 連絡を受けた教職員（Ａ）は、準備をする。 

ア 「危機管理マニュアル（本ファイル）」を症状が出たクラスに届ける。 

イ エピペン、内服薬の準備及び必要に応じてエピペンを使用する。 

※エピペン、内服薬の保管場所を決めておく。 

ウ 心肺蘇生やＡＥＤの準備及び必要に応じて心肺蘇生やＡＥＤを使用する。 

(5) 連絡を受けた教職員（Ｂ）は、連絡をする。 

ア 救急車を「１１９番」で要請する。 

イ 管理者を呼ぶ。 

ウ 保護者に報告する。 

エ 校内放送等で人を集める。 

(6) 連絡を受けた教職員（Ｃ）は、記録をする。 

ア 発見者が観察を開始した時刻を記録する。 

イ エピペンを使用した場合には、時刻を記録する。 

ウ 内服薬を服用した場合には、時刻を記録する 

エ 発症した生徒の症状を５分ごとに記録する。 

(7)  連絡を受けた他の教職員 

ア 他の生徒への対応 

イ 救急車の誘導 

ウ エピペンの使用または介助 

エ 心肺蘇生やＡＥＤの使用 

 

 

 

 



２ 食物アレルギー発症の緊急性の判断と対応の流れ 

「緊急性の高いアレルギー症状」なのかを５分以内にチェックする。 

全身の症状 

□ぐったりする。 

□意識がもうろうとする。 

□脈が触れにくい、又は不規則である。 

□唇や爪が青白くなる。 

呼吸器の症状 

□のどや胸が締め付けられる。 

□声がかすれる。 

□犬が吠えるような咳をする。 

□息がしにくい。 

□持続する強い咳き込み。 

□ゼーゼーする呼吸（ぜん息発作と区別できない場合を含む）をす

る。 

消化器の症状 
□持続する強い（我慢できない）腹部の痛みがある。 

□繰り返し吐き続ける。 

 (1) 上表の症状が一つでもあてはまる場合 

ア ただちにエピペンを使用する。 

⇒ 「エピペンの使い方」を参考にする。 

イ 救急車を要請すること（１１９番） 

⇒ 「救急要請のポイント」を参考にする。 

ウ その場で安静にさせる。 

⇒ 立たせたり、歩かせたりしない。 

エ その場で救急車を待つ。 

オ 可能なら内服薬を飲ませる。 

カ エピペンが２本以上ある場合、１０～１５分後に症状の改善が見られないときは、次のエ

ピペンを使用する。 

キ 反応がなく、呼吸がなければ「心肺蘇生」を行う。 

⇒ 「心肺蘇生とＡＥＤの手順」を参考にする。 

(2) 緊急性の症状がない場合 

ア 内服薬を飲ませる。 

イ 保健室または、安静にできる場所へ移動する。 

ウ ５分ごとに症状を観察する 

⇒ 「症状チェックシート」に従い判断する。 

エ 緊急性の高いアレルギー症状の出現に注意する 

 

 

 

 



  

  
 

 

 

 

 

 



○緊急連絡先一覧 

江戸川区教育委員会 ０３－５６６２－１６３４ 

小岩消防署 ０３―３６７７―０１１９ 

小岩警察署 ０３―３６７１―０１１０ 

江戸川教育委員会指導室 ０３―５６６２―１６３４ 

 

○緊急通報 

１ 警察を要請する場合（不審者等） 

 「１１０」又は「０３-３６７１‐０１１０（小岩警察署）」 

用  件  「不審者が侵入しています」 

場  所  「江戸川区立小岩第二中学校です」 

住  所  「江戸川区東小岩１－６－１０、柴又街道沿いです」 

電話番号  「０３－３６５７－１９１６です」 

目 標 物  「目標物は○○です（相手の目的、特定の生徒か、生徒多数かなど）。 

状  況  「状況は、    、不審者の状況は、     

刃物等は、    、けが人は、    名です」 

※正門を開け、通りに出て、警察が到着したら案内をする。 

 

２ 救急車を要請する場合 

 「１１９」をダイヤルする。 

『こちら消防庁、火事ですか、救急ですか』 

用  件 「救急車をお願いします」 

場  所 「江戸川区立小岩第二中学校です」 

住  所 「江戸川区東小岩１－６－１０、柴又街道沿いです」 

電話番号 「０３－３６５７－１９１６」 

け が 人 「けが人（病人）は、  年生、男子（女子） 名」 

状  況 「症状、けがの状態は、    です」 

※正門を開け、通りに出て、救急車が到着したら案内をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○学校医及び医療機関一覧 

学校医・医療機関 住所・電話番号 診療時間など 

①内 科：白石 宏志 

      （白石医院） 

東小岩４－３３－１６ 

℡３６５７－４５０１ 

<月・火・水・木・金> 

午前９：００～１２：００  午後１７：００～１９：００ 

<土>午前９：００～１２：００午後１４：００～１６：００ 

②眼 科：内野 泰 

(あおぞら眼科ｸﾘﾆｯｸ小岩) 

南小岩６－２５－１６ 

℡３６５７－６９８７ 

<月・水・金>  

午前９：３０～１２：３０  午後１５：３０～１８：３０ 

<火・土> 午前９：３０～１２：３０ 

③耳鼻科 杉山 博 

(すぎやま耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ) 

西小岩１－２３－２  

ｻﾝﾊｲﾂｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ １階 

℡５６２２－３３５５ 

<月・火・水・金> 〈土午前のみ〉 

午前１０：００～１２：３０ 午後１５：００～１８：００  

歯 科：新井 伸治 

      （新井歯科） 

東小岩１－４－４ 

℡５６６８－８１４０ 

（京成小岩駅近く） 

<月・火・水・金・土> 

午前９：３０～１３：００   

<月・水・金>         <火・土> 

午後１４：３０～１８：３０ 午後１４：３０～１７：００ 

薬剤師：前田 美紀子 
南小岩７－２７－３ 

℡３６５７－２５２４ 
前田調剤薬局 

④瑞江脳神経外科 
南篠崎町３－２４－２ 

℡３６７０－２１１２ 

<月・火・水・木・金・土> 

午前９：００～１２：００ 午後１４：３０～１８：００ 

<土> 午後１４：００～１７：００ 

⑤江戸川病院 
東小岩２－２４－１８ 

℡３６７３－１２２１ 

<月・火・水・木・金> 

午前８：００～１１：３０ 午後１２：００～１６：００ 

<土> 午前８：００～１１：００ 

⑥菊地外科胃腸科 
鹿骨３－１８－７ 

℡３６７９－９７９９ 

<月・火・水・木・金・土>  <日午前のみ> 

午前８：３０～１２：００ 午後１４：３０～１８：３０ 

⑦田中歯科医院 
東小岩５－１０－１４ 

℡３６５７－５５２９ 

<月・火・水・金> 

午前９：００～１２：００ 午後１５：００～１９：００ 

<土>午前９：００～１２：００午後１４：００～１７：００ 

⑧東小岩げんきｸﾘﾆｯｸ 

東小岩わんぱくｸﾘﾆｯｸ 

東小岩 4－5－2 

℡５６１２－３７０２ 

（＊１ ＊４） 

℡５６１２－３７５４ 

<月・火・水・金> 

午前９：００～１３：００ 午後１５：００～１９：００ 

<土> 

午前９：００～１７：００ 

⑨岩井整形外科内科病院 
南小岩８－１７－２ 

℡５６９４－６２１１ 

<月・火・水・木・金> <土午前のみ> 

午前８：３０～１１：００ 午後１３：００～１６：３０ 

⑩いでの整形外科 
南小岩３-17-4 2階 

℡６４５８－０３０８ 

<月・火・水・金> <土午前のみ> 

午前９：００～１２：００ 午後１５：００～１８：００ 

⑪こいわ内科眼科 
南小岩２－１３－１３ 

℡５８７６－７８０３ 

<月・火・木・金> <水土午前のみ> 

午前８：３０～１１：３０ 午後１４：００～１７：００ 

⑫北篠崎クリニック 
北篠崎２－４－３ 

℡３６９８－７２２５ 

<月・水・木・金> ※火の午前は通常 

午前９：００～１３：００ 午後１５：００～１９：００ 

<火午後>１８：３０～２０：３０<土>９：００～１５：００ 

⑭東京消防庁 救急相談 ℡ ♯７１１９ 相談医療チームが２４時間年中無休で対応 



〇小岩第二中学校周辺の医療機関（「○学 」は学校医） 

 

医療機関への搬送の手順 

① 保護者へ連絡し、保護者と相談の上で医療機関を選定する。保険証を持参してもらう。 

② 引率教員は、保健調査票（保健室執務机横のキャビネットの最上段）を医療機関へ持参する。 

 


